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は
じ
め
に

　
空
き
家
等
対
策
を
し
て
も
ま
す
ま

す
増
え
る
空
き
家
と
そ
れ
に
よ
る
問

題
。そ
の
状
況
は
深
刻
化
し
て
い
る
。

空
き
家
問
題
を
解
消
す
る
に
は
、
国

民
一
人
ひ
と
り
の
不
動
産
所
有
に
対

す
る
意
識
の
改
革
と
、
日
本
の
空
き

家
等
を
取
り
巻
く
不
動
産
制
度
の
抜

本
的
な
改
善
が
求
め
ら
れ
る
。

　
そ
の
中
で
、
さ
し
あ
た
っ
て
目
先

に
起
こ
っ
て
い
る
問
題
に
対
処
す
る

た
め
に
、「
空
家
等
対
策
の
推
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法
」（
以
下
、「
特

措
法
」と
い
う
）が
改
正
さ
れ
た（
以

下
、改
正
後
の
特
措
法
を
「
改
正
法
」

と
い
う
）。
そ
の
目
的
は
主
に
、
こ

れ
以
上
「
特
定
空
家
等
」（
注
１
）

を
増
や
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
空
き
家
の
利
活
用
の
促
進
が

重
要
で
あ
り
、
よ
り
民
間
等
と
の
連

携
強
化
が
必
要
で
あ
る
。本
稿
で
は
、

特
措
法
の
改
正
を
め
ぐ
る
空
き
家
等

の
現
状
と
問
題
、
そ
の
対
策
に
つ
い

て
確
認
す
る
。

一
　
日
本
の
空
き
家
の
現
状

１　
空
き
家
予
備
軍
も
増
加

　
総
務
省
「
令
和
５
年
住
宅
・
土
地

統
計
調
査
」（
２
０
２
４
年
４
月
30

日
速
報
値
公
表
）
に
よ
る
と
、
日
本

の
空
き
家
率
は
13
・
８
％
で
あ
る
。

こ
の
数
字
は
、
読
者
の
皆
さ
ん
が
感

じ
て
い
る
実
態
と
し
て
の「
空
き
家
」

率
と
乖
離
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

理
由
は
、
別
荘
等
の
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ

ス
、
賃
貸
で
入
居
者
募
集
中
、
中
古

で
売
却
希
望
中
等
の
使
用
目
的
の
あ

る
空
き
家
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
統
計
上
、
空
き
家
に
し
て
い

る
目
的
が
な
い
空
き
家
が
、「
賃
貸・

売
却
用
及
び
二
次
的
住
宅
を
除
く
空

き
家
（
以
下
、「
そ
の
他
」
と
す
る
）」

と
な
る
。
13
・
８
％
の
空
き
家
の
中

で
、
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
等
に
使
わ
れ

て
い
る「
二
次
的
住
宅
」は
４・２
％
、

「
賃
貸
用
の
空
き
家
」
は
49
・
２
％
、

「
売
却
用
の
空
き
家
」
は
３
・
７
％
、

そ
し
て「
そ
の
他
」が
42
・
８
％
で
あ

る
。
概
ね
使
用
目
的
の
あ
る
空
き
家

の
数
が
半
分
ぐ
ら
い
あ
る
た
め
、
残

り
が
純
粋
な「
空
き
家
」と
い
え
る
。

　
近
年
、
空
き
家
の
中
で
も
「
そ
の

他
」
が
増
加
し
て
き
て
い
る
。
空
き

家
で
あ
る
理
由
が
明
確
に
な
い
、
つ

ま
り
、
売
る
わ
け
で
も
貸
す
わ
け
で

も
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
で
も
な
い
空
き

家
で
、「
な
ん
と
な
く
空
き
家
」
に

な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
な

ん
と
な
く
空
き
家
が
年
々
増
加
し
て

い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
空
き
家
予
備
軍
も
存
在

す
る
。
例
え
ば
、「
年
に
数
回
、
兄

弟
が
集
ま
り
利
用
す
る
。
仏
壇
が
あ

り
、
荷
物
も
あ
る
の
で
、
空
き
家
で

は
な
い
」
と
所
有
者
が
考
え
る
家
で

あ
る
。
ま
た
、
高
齢
者
が
一
人
暮
ら

し
で
、
雨
戸
も
閉
め
た
ま
ま
、
庭
木

の
手
入
れ
も
行
わ
れ
て
い
な
い
住
宅

横
浜
市
立
大
学 

教
授
　
齊
藤 

広
子

空
き
家
等
対
策
の
現
状
と
法
的
理
解

1
空
き
家
と
そ
の
対
策
の
現
状
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一　
改
正
の
背
景

　
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法
（
以
下
、「
特
措
法
」
と

い
う
）
は
、
２
０
１
５
年
２
月
26
日

か
ら
施
行
さ
れ
た
。
特
措
法
は
、「
建

築
物
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
工
作
物

で
あ
っ
て
居
住
そ
の
他
の
使
用
が
な

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
常
態
で
あ
る

も
の
及
び
そ
の
敷
地
」を「
空
家
等
」

と
定
義
し
、
そ
の
中
で
も
周
囲
に
著

し
い
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

る
「
特
定
空
家
等
」
に
対
す
る
市
町

村
長
の
規
制
権
限
の
行
使
と
代
執
行

に
よ
る
除
却
を
中
心
に
設
計
さ
れ
て

い
た
。

　
総
務
省
の
「
令
和
５
年
住
宅
・
土

地
統
計
調
査
」（
２
０
２
４
年
４
月

30
日
速
報
値
公
表
）
に
よ
れ
ば
、
空

き
家
の
戸
数
は
、
前
回
調
査
の
２
０

１
８
年
当
時
か
ら
増
加
し
た
９
０
０

万
戸
（
51
万
戸
増
）
で
あ
り
、
総
住

宅
数
６
５
０
２
万
戸
の
13
・
８
％
を

占
め
て
い
る
。
ま
た
、
空
き
家
の
う

ち
賃
貸
用
、
売
却
用
お
よ
び
二
次
的

住
宅
用
（
別
荘
そ
の
他
）
を
除
い
た

戸
数
は
、３
８
５
万
戸
（
36
万
戸
増
）

で
あ
り
、
総
住
宅
戸
数
の
５
・
９
％

を
占
め
て
い
る
。

　
本
号
４
頁
以
下
で
も
解
説
し
て
い

る
と
お
り
、
特
措
法
の
施
行
後
も
、

空
き
家
の
戸
数
は
増
加
し
て
お
り
、

こ
の
中
に
は
、
特
定
空
家
等
の
予
備

軍
と
も
い
え
る
適
切
に
管
理
が
行
わ

れ
て
い
な
い
空
き
家
も
相
当
数
存
在

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、

空
き
家
が
特
定
空
家
等
の
状
態
に

な
っ
て
か
ら
規
制
権
限
を
行
使
す
る

の
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
て
、

特
措
法
を
「
活
用
の
拡
大
」「
管
理

の
確
保
」「
特
定
空
家
等
の
除
却
等
」

の
３
つ
の
観
点
か
ら
改
正
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
改
正
法
は
、
２
０
２
３

年
６
月
14
日
の
公
布
後
、
同
年
12
月

13
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。以
下
、

条
文
番
号
を
示
す
場
合
、
改
正
前
の

も
の
を
「
特
措
法
」
と
表
記
し
、
改

正
後
の
も
の
を
「
改
正
法
」
と
表
記

す
る
。

二　
活
用
の
拡
大
に
関
す
る
改
正

１ 　
空
家
等
活
用
促
進
区
域
の
創
設

⑴ 

　
空
家
等
活
用
促
進
区
域
と
空
家

等
活
用
促
進
指
針

　
中
心
市
街
地
や
地
域
再
生
拠
点
等

の
地
域
の
拠
点
と
な
る
エ
リ
ア
に
空

き
家
が
集
積
す
る
と
、
当
該
地
域
が

有
し
て
い
る
本
来
の
機
能
を
低
下
さ

せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
空
き

家
を
利
活
用
す
る
際
に
、
建
築
基
準

法
（
以
下
、「
建
基
法
」
と
い
う
）

等
の
行
政
上
の
規
制
が
支
障
と
な
る

こ
と
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
市
町
村

が
重
点
的
に
空
き
家
の
利
活
用
を
図

る
区
域
を
定
め
、
当
該
区
域
内
の
行

政
上
の
規
制
を
緩
和
す
る
こ
と
を
通

じ
て
、
空
き
家
の
用
途
変
更
や
建
替

え
等
を
促
進
す
る
た
め
の
制
度
を
設

け
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

　
改
正
法
で
は
市
町
村
は
、
中
心
市

街
地
、
地
域
再
生
拠
点
、
地
域
住
宅

弁
護
士
法
人
東
町
法
律
事
務
所 

弁
護
士
　
羽
柴 

研
吾

空
き
家
等
対
策
の
現
状
と
法
的
理
解

2
空
家
等
対
策
特
別
措
置
法
の 

　
改
正
概
要
と
金
融
機
関
の
役
割
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一 　
事
業
者
支
援
体
制
下
で
公

表
さ
れ
た
「
事
業
性
融
資
の

推
進
等
に
関
す
る
法
律
案
」

　
事
業
者
支
援
が
共
通
言
語
化
し
、

企
業
の
将
来
性
を
評
価
し
て
融
資
を

行
う
取
組
み
の
必
要
性
に
つ
い
て
疑

問
を
も
つ
金
融
機
関
職
員
は
い
な
い

状
況
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
資
金
余

剰
の
環
境
に
加
え
、
ゼ
ロ
ゼ
ロ
融
資

な
ど
の
政
策
も
あ
り
、
金
融
機
関
に

対
し
て
貸
倒
れ
リ
ス
ク
の
低
い
事
業

者
の
資
金
調
達
環
境
は
安
定
し
て
き

た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
一

方
で
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
や
事
業
改

善
が
必
要
な
企
業
な
ど
は
依
然
と
し

て
課
題
を
抱
え
て
い
る
状
況
に
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
金
融
庁
は
２
０
２
４
年
３
月
８
日

に
「『
再
生
支
援
の
総
合
的
対
策
』

の
公
表
お
よ
び
事
業
者
支
援
の
徹
底

等
に
つ
い
て
」（
注
１
）
を
公
表
し
、

債
務
が
膨
ら
ん
だ
事
業
者
に
対
す
る

資
金
繰
り
支
援
に
と
ど
ま
ら
な
い
一

歩
先
を
見
据
え
た
早
期
の
経
営
改

善
・
事
業
再
生
・
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
支

援
の
必
要
性
の
高
ま
り
を
感
じ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
複
数
の
支
援
強
化
策

を
提
示
し
た
。

　
金
融
機
関
が
事
業
者
の
ビ
ジ
ネ
ス

モ
デ
ル
を
理
解
し
、
事
業
計
画
な
ど

に
よ
っ
て
将
来
性
を
把
握
し
つ
つ
、

課
題
の
共
通
認
識
を
図
る
こ
と
は
、

当
然
と
も
い
え
る
ほ
ど
目
指
す
べ
き

姿
に
な
っ
て
き
て
い
る
。そ
の
た
め
、

こ
の
施
策
で
は
金
融
機
関
と
信
用
保

証
協
会
や
関
係
省
庁
と
の
連
携
強
化

や
士
業
と
の
関
係
性
強
化
に
よ
る
再

生
支
援
人
材
の
拡
充
な
ど
が
盛
り
込

ま
れ
て
お
り
、
社
会
全
体
と
し
て
企

業
（
事
業
）
の
継
続
・
発
展
を
保
証

し
よ
う
と
い
う
大
き
な
動
き
と
見
て

と
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
２
０
２

４
年
３
月
15
日
に
は
金
融
庁
が
起
案

し
た
「
事
業
性
融
資
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
案
」（
以
下
、「
本
法
案
」と

い
う
）
が
閣
議
決
定
し
、
国
会
に
提

出
さ
れ
た
（
衆
議
院
審
議
の
結
果
、

５
月
21
日
可
決
。
今
後
参
議
院
に
て

審
議
予
定
）。
本
法
案
は
、
無
形
資

産
を
含
む
事
業
全
体
を
担
保
と
す
る

企
業
価
値
担
保
権
を
創
設
す
る
と

い
っ
た
内
容
も
含
ま
れ
て
お
り
、
会

期
を
２
０
２
４
年
６
月
23
日
と
す
る

第
２
１
３
回
国
会
に
お
い
て
審
議
さ

れ
正
式
に
成
立
す
れ
ば
、
企
業
価
値

に
着
目
し
た
事
業
者
支
援
が
よ
り

い
っ
そ
う
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。

　
本
稿
で
は
、
本
法
案
の
ね
ら
い
や

運
用
面
に
お
け
る
着
目
点
な
ど
に
つ

い
て
論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二 　
本
法
案
の
目
的
と
企
業
価

値
担
保
権
へ
の
期
待

１ 　
「
回
収
の
担
保
」か
ら「
生
か
す

担
保
」へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト

　
本
法
案
の
概
要
に
は
、事
業
者
が
、

不
動
産
担
保
や
経
営
者
保
証
等
に
頼

ら
ず
、
事
業
の
実
態
や
将
来
性
に
着

目
し
た
融
資
を
受
け
や
す
く
な
る
よ

う
、
事
業
性
融
資
の
推
進
に
関
し
、

「
基
本
理
念
」「
事
業
性
融
資
推
進
本

部
」「
企
業
価
値
担
保
権
」「
認
定
事

企
業
価
値
担
保
権
の
利
活
用
と
そ
の
ね
ら
い

論
　
考
論
　
考

追
手
門
学
院
大
学 

経
営
学
部
長
・
教
授
　
水
野 

浩
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地
域
金
融
機
関
に
お
け
る
不
正
・

不
祥
事
件
は
引
き
続
き
発
生
し
て
い

る
。
例
年
、
こ
う
し
た
不
正
・
不
祥

事
件
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
て
い
る

が
、
都
度
新
し
い
傾
向
等
が
見
え
て

く
る
。
本
稿
で
は
、
主
に
２
０
２
３

年
に
公
表
さ
れ
た
預
金
取
扱
金
融
機

関
に
お
け
る
不
正
・
不
祥
事
件
を
中

心
に
そ
の
分
析
結
果
か
ら
、
傾
向
等

を
解
説
す
る
と
と
も
に
、
地
域
金
融

機
関
を
取
り
巻
く
外
的
環
境
の
変
化

が
不
正・不
祥
事
件
に
及
ぼ
す
影
響
、

管
理
体
制
等
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

な
お
、
本
稿
の
内
容
は
す
べ
て
個
人

的
見
解
で
あ
り
、
筆
者
が
過
去
に
所

属
し
た
組
織
と
は
い
っ
さ
い
関
係
な

い
（
注
１
）。

一 　
２
０
２
３
年
に
発
生
し

た
地
域
金
融
機
関
に
お
け

る
不
正
・
不
祥
事
件

１　

概　

観

　
２
０
２
３
年
１
月
か
ら
同
年
12
月

の
間
に
公
表
さ
れ
た
預
金
取
扱
金
融

機
関
に
お
け
る
不
祥
事
件
の
数
は
29

件
（
各
金
融
機
関
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

に
お
け
る
公
表
ベ
ー
ス
。筆
者
調
べ
。

後
掲
【
参
考
】
表
参
照
）
で
あ
る
。

　
こ
こ
数
年
の
件
数
の
推
移
を
見
て

み
る
と
、
２
０
２
０
〜
21
年
は
年
間

約
40
件
、
２
０
２
２
年
は
36
件
と
減

少
傾
向
に
あ
る
。

　
昨
年
の
不
正
・
不
祥
事
件
を
業
態

別
で
見
て
み
る
と
、
地
域
銀
行
が
10

件
（
総
計
29
件
の
う
ち
。
35
％
）、

信
用
金
庫
等
協
同
組
織
金
融
機
関
が

14
件
（
同
。
48
％
）。
こ
れ
を
２
０

２
１
年
で
見
て
み
る
と
、
地
域
銀
行

が
10
件（
総
計
42
件
の
う
ち
。23
％
）、

信
用
金
庫
等
協
同
組
織
金
融
機
関
で

29
件
（
同
。
69
％
）。

　
地
域
銀
行
の
発
生
件
数
は
横
ば
い

と
な
っ
て
い
る
が
、
信
用
金
庫
等
協

同
組
織
金
融
機
関
の
発
生
件
数
は
減

少
傾
向
で
あ
る
。
減
少
傾
向
が
今
後

も
続
く
の
か
ど
う
か
は
も
う
少
し
見

極
め
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
一
方
、

地
域
銀
行
に
お
い
て
こ
こ
15
年
く
ら

い
は
、
ほ
ぼ
１
ヵ
月
に
１
件
程
度
の

頻
度
で
不
正
・
不
祥
事
件
が
発
生
し

て
お
り
、
年
間
10
件
程
度
は
発
生
す

る
こ
と
は
現
状
の
管
理
態
勢
や
営
業

態
勢
の
大
幅
な
変
更
が
な
い
限
り
こ

れ
以
上
の
発
生
を
さ
せ
な
い
こ
と
は

難
し
い
状
況
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
不
正
・
不
祥
事
件
の
内
容

を
見
て
み
る
と
、
相
変
わ
ら
ず
顧
客

預
金
の
着
服
が
全
体
の
半
数
を
占
め

て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
顧
客
預

金
の
着
服
事
件
の
発
生
の
大
半
が
信

用
金
庫
等
協
同
組
織
金
融
機
関
で
あ

る
。

　
信
用
金
庫
等
協
同
組
織
金
融
機
関

の
業
務
の
特
性
上
、
顧
客
現
金
の
取

扱
い
が
多
い
と
い
う
こ
と
か
ら
顧
客

預
金
に
係
る
不
正
・
不
祥
事
件
が
発

論　考論　考

株
式
会
社
金
融
監
査
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
究
所 

代
表
取
締
役
　
宇
佐
美 

豊

地
域
金
融
機
関
に
お
け
る

　
近
時
の
不
祥
事
件
等
の
分
析

―
―
そ
の
傾
向
と
対
策
、
今
後
の
課
題
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金
融
庁
は
、
金
融
機
関
に
よ
る
資

金
繰
り
支
援
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
事

業
者
の
実
情
に
応
じ
た
経
営
改
善
や

事
業
再
生
支
援
の
一
層
の
推
進
を
図

る
た
め
、
２
０
２
３
年
11
月
27
日
、

「
中
小
・
地
域
金
融
機
関
向
け
の
総

合
的
な
監
督
指
針
」「
主
要
行
等
向

け
の
総
合
的
な
監
督
指
針
」「
系
統

金
融
機
関
向
け
の
総
合
的
な
監
督
指

針
」
お
よ
び
「
漁
協
系
統
信
用
事
業

に
お
け
る
総
合
的
な
監
督
指
針
」
の

一
部
改
正
案
を
公
表
し
（
注
１
）、

改
正
後
の
監
督
指
針
は
２
０
２
４
年

４
月
１
日
よ
り
適
用
が
開
始
さ
れ
た

（
注
２
）。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
中
小
・
地

域
金
融
機
関
向
け
の
総
合
的
な
監
督

指
針
」
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
概

説
す
る
と
と
も
に
、
本
改
正
を
踏
ま

え
た
金
融
機
関
の
今
後
の
対
応
に
つ

い
て
解
説
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
な
お
、
本
稿
の
意
見
に
わ
た
る
部

分
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
個
人
的
見

解
で
あ
る
。

一 

　
監
督
指
針
改
正
の

経
緯

　
２
０
２
３
年
５
月
に
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
症
法
上
の

分
類
が
５
類
感
染
症
に
引
き
下
げ
ら

れ
て
以
降
、
社
会
経
済
活
動
の
正
常

化
が
進
み
つ
つ
あ
る
一
方
で
、
原
材

料
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
等
の
高
騰
や

円
安
、人
手
不
足
の
影
響
等
に
よ
り
、

厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
事
業

者
は
依
然
と
し
て
多
く
存
在
し
て
お

り
、
さ
ら
に
同
年
７
月
以
降
は
、
民

間
金
融
機
関
に
よ
る
実
質
無
利
子
・

無
担
保
融
資
の
返
済
が
本
格
化
し
て

い
る
。

　
こ
う
し
た
な
か
、
金
融
庁
は
、
２

０
２
３
年
11
月
27
日
に
、
同
日
に
公

表
さ
れ
た
「
中
小
・
地
域
金
融
機
関

向
け
の
総
合
的
な
監
督
指
針
」「
主

要
行
等
向
け
の
総
合
的
な
監
督
指

針
」「
系
統
金
融
機
関
向
け
の
総
合

的
な
監
督
指
針
」
お
よ
び
「
漁
協
系

統
信
用
事
業
に
お
け
る
総
合
的
な
監

督
指
針
」
の
一
部
改
正
案
を
公
表
す

る
と
と
も
に
、
政
府
当
局
者
と
金
融

関
係
団
体
等
の
代
表
者
が
出
席
す
る

「
事
業
者
支
援
の
促
進
及
び
金
融
の

円
滑
化
に
関
す
る
意
見
交
換
会
」
を

開
催
し
、
金
融
関
係
団
体
等
に
対
し

て
、
事
業
者
支
援
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
資
金
繰
り

支
援
に
注
力
し
た
段
階
か
ら
、
一
歩

先
を
見
据
え
た
、
事
業
者
の
実
情
に

応
じ
た
経
営
改
善
・
事
業
再
生
支
援

に
取
り
組
む
新
し
い
段
階
へ
移
行
す

る
こ
と
を
要
請
し
た
。

　
な
お
、
同
日
、
政
府
（
内
閣
総
理

大
臣
、財
務
大
臣
兼
金
融
担
当
大
臣
、

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、

経
済
産
業
大
臣
）
か
ら
金
融
関
係
団

体
等
に
対
し
、「『
デ
フ
レ
完
全
脱
却

の
た
め
の
総
合
経
済
対
策
』
を
踏
ま

え
た
経
営
改
善
・
事
業
再
生
支
援
の

徹
底
等
に
つ
い
て
」（
注
３
）
を
発

出
し
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
要
請

が
行
わ
れ
た
が
、
今
回
の
「
中
小
・

地
域
金
融
機
関
向
け
の
総
合
的
な
監

督
指
針
」等
の
一
部
改
正（
以
下
、「
本

改
正
」
と
い
う
）
は
、
か
か
る
要
請

事
項
の
一
部
に
対
応
す
る
も
の
と
な

る
。

事
業
者
支
援
に
舵
を
切
る

中
小
・
地
域
金
融
機
関
向
け
の
総
合
的
な
監
督
指
針
等
の
改
正

今
月
の
解
説
①

中
央
総
合
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

小
宮
　 

俊



46今月の解説②No.913（2024年６月号） No.913（2024年６月号）

一　
は
じ
め
に　

　
前
号
掲
載
の
（
上
）
で
は
、
本
年

秋
頃
に
施
行
予
定
と
な
っ
て
い
る

〝
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
新
法
〞
に
つ
い
て
、

そ
の
内
容
と
留
意
点
を
概
観
し
た
。

本
号
（
下
）
に
お
い
て
は
、
新
法
と

の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
企
業
が
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
人
材
を
活
用
し
て
事
業

を
展
開
し
て
い
く
う
え
で
把
握
し
て

お
く
べ
き
法
的
留
意
点
を
、
紙
幅
の

関
係
で
ご
く
一
部
に
は
な
る
が
、
概

観
し
て
い
く
。

　
近
年
、
金
融
機
関
を
退
職
し
た
方

が
、
所
属
し
て
い
た
金
融
機
関
か
ら

業
務
委
託
の
依
頼
を
受
け
る
例
も
あ

る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
業

界
・
業
態
に
か
か
わ
ら
ず
、
関
係
し

て
く
る
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
逆
に
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
側

の
視
点
で
み
て
も
、
把
握
し
て
お
く

べ
き
点
は
相
当
程
度
重
な
っ
て
く
る

と
考
え
ら
れ
る
。

二 　
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と

従
業
員
の
違
い

１ 　
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
が
労
働
者
と

認
定
さ
れ
て
し
ま
う
リ
ス
ク

　
大
前
提
と
し
て
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス

は
、
発
注
事
業
者
の
従
業
員
な
い
し

構
成
員
で
は
な
い
、
対
等
な
〝
取
引

先
〞
で
あ
る
。
企
業
が
、
フ
リ
ー
ラ

ン
ス
に
対
し
、
形
式
上
は
受
託
者
や

請
負
人
と
し
て
業
務
を
依
頼
し
た
と

し
て
も
、
実
態
と
し
て
「
労
働
者
」

に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
労
働
者
と
し
て
保
護
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　
本
稿
で
は
労
働
基
準
法
上
の
労
働

者
に
つ
い
て
み
る
が
、同
法
上
の「
労

働
者
」
と
は
、
使
用
者
か
ら
指
揮
命

令
を
受
け
、
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
者

を
い
う
。
主
に
、
①
発
注
事
業
者
と

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
の
間
に
指
揮
監
督

関
係
が
存
在
す
る
か
、
②
報
酬
が
指

揮
監
督
下
に
お
け
る
労
働
の
対
価
と

し
て
支
払
わ
れ
て
い
る
か
（
報
酬
の

労
務
対
償
性
）、
と
い
う
２
つ
の
基

準
で
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
２
つ
の
基

準
を
総
称
し
て
「
使
用
従
属
性
」
と

よ
ば
れ
る
。

　
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
業
務
を
依
頼
す

る
企
業
は
、
実
質
的
に
労
働
者
に
当

た
る
と
認
定
さ
れ
て
し
ま
う
リ
ス
ク

を
抑
え
る
べ
く
、
後
述
す
る
よ
う
な

判
断
要
素
を
理
解
し
た
う
え
で
、
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
と
の
間
の
契
約
を
締
結

す
べ
き
で
あ
る
。
締
結
す
る
契
約
書

の
内
容
を
次
に
列
挙
す
る
各
要
素
を

念
頭
に
置
い
た
条
項
に
す
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
、
業
務
遂
行
上
の
運
用
も

こ
れ
に
準
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と

で
、
紛
争
が
生
じ
た
際
に
「
労
働
者

性
」
を
否
定
し
や
す
い
よ
う
に
し
て

お
く
べ
き
で
あ
る
（
図
表
１
）。

　
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
業
務
を
委
託
す

る
事
業
者
か
ら
法
律
相
談
を
受
け
る

と
、
こ
の
点
に
つ
い
て
認
識
が
十
分

で
な
い
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も
散
見

さ
れ
る
た
め
、留
意
が
必
要
で
あ
る
。

２　
労
働
者
性
の
判
断
要
素

⑴
　
指
揮
監
督
関
係
に
つ
い
て

① 　
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
側
の
諾
否
の
自
由

 　
発
注
事
業
者
か
ら
の
仕
事
の
依

さ
く
ら
共
同
法
律
事
務
所 

弁
護
士　

廣
田 

景
祐

今月の解説②

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
新
法
へ
の
実
務
対
応
と

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
新
法
へ
の
実
務
対
応
と

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
人
材
有
効
活
用
の
ポ
イ
ン
ト（
下
）

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
人
材
有
効
活
用
の
ポ
イ
ン
ト（
下
）




